
水稲の作付拡大に取り組む
農業者を支援します！

令和６年度農林水産部予算

需要に応じた水稲作付拡大促進事業

山口県の生活と生産の基盤である水田を
守るために・・・

山 口 県

事業の詳細については裏面及びこちらから

水稲の作付拡大にかかる経費の
1/3以内を補助
（機械・施設の購入は対象外）

支援内容

対象経費例

〇作付拡大に必要な種苗、肥料、
農薬等の資材にかかる経費

〇低コスト技術実証等に必要な農
業用機械等の借り上げ経費

〇先進地視察等調査の実施に必
要な経費



事業実施主体

〇集落営農法人など法人格を有する組織
〇集落営農法人連合体
〇個人で取り組む場合は、受益者が３戸以上のこと
〇JA山口県

採択要件

〇地域計画のうち目標地図に位置づけられた者等であること
〇現況の経営面積が概ね10ha以上であること
〇目標年度（3年後）までに水稲の作付面積が増加する計画であること

〇事業実施年度内に完了する取組が対象
〇本事業では取組内容をポイント化し、上位ポイントから予算の範囲内で採択
（事業要件を満たせば、必ず支援を受けられるものではありません）

留意事項

申請方法

〇５月17日までに、申請書類を近くの農林（水産）事務所に提出してください。
〇申請に必要な書類は県ホームページに掲載しています。

【事業詳細に関すること】 【申請に関すること】

お問い合わせ先

岩国農林水産事務所 TEL:０８２７－２９－１５６２
柳井農林水産事務所 TEL:０８２０－２５－３２９２
周南農林水産事務所 TEL:０８３４－３３－６４５３
山口農林水産事務所 TEL:０８３－９２２－５２４９
美祢農林水産事務所 TEL:０８３７－５４－００３７
下関農林事務所 TEL:０８３－７６６－１２０６
長門農林水産事務所 TEL:０８３７－３７－５６０２
萩農林水産事務所 TEL:０８３８－２２－０１５８

山口県農林水産部農業振興課農産班
TEL：０８３－９３３－３３８５


